
令和３年２月２２日 
 
 
兵庫県内の飲食事業者の皆様 

 
兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部 

本 部 長（兵庫県知事） 井戸 敏三 
 
 

業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の推進について（依頼） 

 
 
飲食事業者の皆様には、営業時間の短縮等にご理解､ご協力を賜り、心から御礼

申し上げます｡ 

感染拡大の防止には、個別の店舗等での業種別ガイドライン等に基づいた対策

が重要であり、従前からガイドラインの遵守をお願いしているところです。 

なお、国では、特にアクリル板を用いた仕切りの設置又は最低１ｍの間隔を空

けたテーブル・座席の配置、適切な換気を実施するための CO2 センサーの設置に

ついて、推奨をしています。 

皆様におかれては、貴店舗における業種別ガイドライン等に基づく感染防止対

策について、今一度ご確認くださいますようお願いします。 

 

記 

 
 
○ 業種別ガイドライン（業種ごとの感染拡大予防ガイドライン） 

※内閣官房ホームページ（https://corona.go.jp/prevention/）に掲載  

 

○ 感染リスクが高まる「５つの場面」 

 
○ 兵庫県知事からのメッセージ「感染再拡大防止の徹底について」（２月 22 日） 

 
 
 
 
                お問い合わせ先  

◆兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 
（兵庫県企画県民部災害対策局災害対策課） 

                          ＴＥＬ：０７８－３６２－９８３３ 



令和３年２月２２日 
 
 
兵庫県内の事業者の皆様 
（飲食事業者を除く） 

兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部 
本 部 長（兵庫県知事） 井戸 敏三 

 
 

業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の推進について（依頼） 

 
 
事業者の皆様には、感染拡大防止対策の推進にご理解､ご協力を賜り、心から 

御礼申し上げます｡ 

感染拡大の防止には、個別の施設等での業種別ガイドライン等に基づいた対策

が重要であり、従前からガイドラインの遵守をお願いしているところです。 

皆様におかれては、貴施設における業種別ガイドライン等に基づく感染防止対

策について、今一度ご確認くださいますようお願いします。 

 
記 

 
 
○ 業種別ガイドライン（業種ごとの感染拡大予防ガイドライン） 

※内閣官房ホームページ（https://corona.go.jp/prevention/）に掲載  

 

○ 感染リスクが高まる「５つの場面」  

 
○ 兵庫県知事からのメッセージ「感染再拡大防止の徹底について」（２月 22 日） 

 
 
 
 
 
                お問い合わせ先  

◆兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 
（兵庫県企画県民部災害対策局災害対策課） 

                          ＴＥＬ：０７８－３６２－９８３３ 
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